
犯罪被害者等基本計画案
（１）

（事務局案）

〔推進体制・第１ 損害回復・経済的支援等への取組〕

内閣府犯罪被害者等施策推進室
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Ⅳ 推進体制

政府においては、基本方針及び重点課題を基礎としながら、犯罪被害者

等からの要望等を踏まえ諸施策を展開していくことが重要であることは言

うまでもないが、犯罪被害者等のための施策が全体として効果的・効率的

に行われるためには、「施策の推進」という視点が重要である。基本法第

８条においても、基本計画には、同条第２項第１号が掲げる政府が総合的

かつ長期的に講ずべき施策の大綱等のほか、同項第２号に基づき、施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めることとされてい

る。また、犯罪被害者等のための施策は、相互に密接に関連しており、そ

の効果的・効率的な実施を図るためには、犯罪被害者等の意見に随時耳を

傾けつつ、犯罪被害者等のための施策全体の中における位置付けを認識し、

省庁間の連携を十分にとり、施策相互の実施状況を照らし合わせながら企

画立案を行ったり、複数の施策を調和的に実行していくことが必要である。

連携協力については、総論として、基本法第７条に定められており、施

策の策定・実施に関する犯罪被害者等の意見の反映等については、基本法

第２３条に規定されているところ、これらについて、具体的な措置を、よ

り明確にしていく必要がある。また、施策の実施の推進及び実施状況の検

証・評価・監視は、犯罪被害者等施策推進会議の所掌事務であり、これに

ついても、基本法の要請や犯罪被害者等の要望を踏まえ、適切に行ってい

く必要がある。

［基本法から導き出される事項］

基本法第７条からは、国として施策の推進に必要な事項として、

① 国の行政機関相互の連携・協力

② 地方公共団体との連携・協力

③ その他様々な関係機関・関係者との連携・協力

が掲げられ、また、基本法第２３条からは、国として施策の策定及び実

施において踏まえるべき事項として、

④ 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映

⑤ 施策策定過程の透明性の確保

が求められている。

さらには、犯罪被害者等施策推進会議の所掌事務に関連して、

⑥ 施策の実施状況の検証・評価・監視

⑦ フォローアップの実施
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⑧ 基本計画の必要な見直し

が求められる。

［今後講じていく施策］

(1) 国の行政機関相互の連携・協力

ア 犯罪被害者等施策推進会議を活用し、関係府省庁間で重要事項の審

議、施策の実施等を行っていく。

イ 犯罪被害者等施策関係省庁連絡会議（平成１７年４月１日関係府省

庁等申合せ）を活用し、関係府省庁等の間での随時の連絡調整等を行

っていく。

ウ 犯罪被害者等施策推進会議及び内閣府において、他の政策に係る中

長期的方針等に基づく各種施策と連携した犯罪被害者等のための施策

の総合的な推進を図る。

(2) 地方公共団体との連携・協力

ア 内閣府において、地方公共団体のうち、知事部局における犯罪被害

者等施策の窓口が未整理であるものに対しては、窓口となる部局及び

体制を確認する。

イ 内閣府において、都道府県犯罪被害者等主管課室長会議等を活用し、

地方公共団体との連携・協力を確保し、国と地方公共団体との適切な

役割分担を踏まえながら施策を推進できるよう、各地方公共団体にお

ける窓口部局との間との情報共有等を図る。

ウ 内閣府において、構造改革特別区域制度の活用を通じた地方公共団

体における犯罪被害者等施策の可能性について周知を図る。

(3) その他様々な関係機関・関係者との連携・協力

ア 行政機関以外の国の機関、民間の犯罪被害者団体、犯罪被害者支援

団体、事業者団体等と連携・協力関係を築きながら犯罪被害者等施策

を講ずる。

イ 内閣府において、犯罪被害者団体同士の情報交換に資する観点から、

「犯罪被害者団体等専用ポータルサイト」の構築・活用を図り、その

犯罪被害者団体等への周知を行う。

(4) 犯罪被害者等の意見の施策への適切な反映

ア 内閣府において、関係省庁からの参加を得て、様々な犯罪被害者団

体等から、意見を定期的に聴取する機会を設ける。

イ 内閣府において、犯罪被害者団体等の意見を、上記の機会のほか、

様々な媒体により、随時受け付ける。

ウ 犯罪被害者団体等から聴取した意見について、適切に施策に反映さ

せるよう努める。
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(5) 施策策定過程の透明性の確保

ア 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４

２号）の趣旨に照らし、情報公開を行っていく。

イ 犯罪被害者等施策推進会議の議事録等の施策情報について、迅速な

公開に努める。

ウ 内閣府において、「犯罪被害者等施策」のホームページを、犯罪被

害者等のための施策に関する情報提供窓口として適切に運用する。

(6) 施策の実施状況の検証・評価・監視

ア 犯罪被害者等施策推進会議において、施策の有効性についての検証

を行い、効果的かつ適切な施策を実施させる。

イ 犯罪被害者等施策推進会議において、基本計画の作成・推進による

効果についての評価を実施し、その結果を基本計画及び個別施策の改

定・見直し等に反映させる。

ウ 犯罪被害者等施策推進会議において、施策の検討・決定・施行の状

況について、適時適切に監視を行う。

(7) フォローアップの実施

内閣府において、定期的に施策の進捗状況を点検するとともに、点

検結果に基づき、犯罪被害者等施策推進会議の行う施策の実施状況の

監視と連携し、施策の実施の推進を図る。また、内閣府において、点

検結果について、年次報告等を通じて公表する。

(8) 基本計画の必要な見直し

犯罪被害者等施策推進会議において、犯罪被害者等のニーズ、犯罪

被害者等を取り巻く環境の変化や犯罪被害者等施策の実施の進捗状況

等を踏まえて、必要に応じ、基本法第８条第５項の規定に基づき、犯

罪被害者等基本計画を見直す。

※ 各府省庁が個別具体の犯罪被害者等のための施策を実施するに当たっ

て留意すべきものを定めたものについては、関係府省庁すべてが留意す

べき事項であり、したがって府省庁名を付していない。

一方、基本計画に基づく施策の推進を図る内閣府並びに施策の実施の

推進及び施策の実施状況の検証・評価・監視を行う犯罪被害者等施策推

進会議については、当該所掌事務に基づき、担当機関名を付している。
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Ⅴ 重点課題に係る具体的施策

第１ 損害回復・経済的支援等への取組

犯罪被害者等が犯罪等により受けた損害を回復し、経済的負担を軽減す

ることができるよう支援を行うことが必要であり、基本法は、第１２条に

おいて「損害賠償の請求についての援助等」、第１３条において「給付金

の支給に係る制度の充実等」、第１６条において「居住の安定」、第１７条

において「雇用の安定」に係る必要な施策を講ずることを求めている。

１．損害賠償の請求についての援助等（基本法第１２条関係）

［現状認識］

多くの犯罪被害者等は、思いがけない犯罪等により、生命を奪われ、

健康な身体を損なわれ、かけがえのない財産を奪われ、多大の損害を被

り、経済的に困窮する。その損害の金銭的回復は、犯罪被害者等が自ら

行う加害者の不法行為を原因とする損害賠償の請求にかかっている。ま

た、損害賠償の請求は、犯罪被害者等にとって金銭的な回復を図るため

のものというだけでなくであるが、これに加えて、当該犯罪等に係る事

件の全容を把握し、犯罪被害者等の名誉を回復するとともに、加害者に

謝罪や反省を求める機会としてのも重要な意味を有している。

しかしながら、多くの犯罪被害者等にとって、損害賠償の請求によっ

て加害者と対峙することは、犯罪等によって傷つき疲弊している精神に

更なる負担を与えることにもなる。また、訴訟になると、高い費用と多

くの労力・時間を要すること、訴訟に関する知識がないこと、独力では

証拠が十分に得られないこと、加害者の所在等の情報が不足しているこ

と、加害者に住所等を知られることのおそれなど、犯罪被害者等は、損

害賠償を請求する上で多くの困難に直面する。そのため、損害賠償の請

求を躊躇する犯罪被害者等も少なくない。そして、そのような困難を乗

り越えて訴訟で勝訴判決を受けても、加害者に賠償能力が欠如していた

り、財産を隠されるなどして賠償を殊更拒まれ強制執行にも困難を来た

すなど、損害回復の目的を果たせないことがむしろ通例であって相当多

い。こうしたことから、現在の損害賠償制度が犯罪被害者等のために十

分に機能しているとは言い難いとの指摘がある。

［基本法が求める基本的施策］

基本法第１２条は、国及び地方公共団体に対し、犯罪等による被害に
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係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るための施策として、

・ 犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助

・ 当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続と

の有機的な連携を図るための制度の拡充

・ その他の必要な施策

を講ずることとしている。

［犯罪被害者等の要望に係る施策］

犯罪被害者団体等からは、

① 附帯私訴制度の導入

② 損害賠償命令制度の導入

③ 損害賠償債務の国による立替払及び求償等

④ 公費による弁護士選任

⑤ 国による損害賠償請求費用（弁護士費用、刑事記録の謄写の費用、

印紙代等）の補償等

⑥ 日本司法支援センターの活用

⑦ その他損害賠償請求の実効性確保のための制度の整備等

⑧ その他損害賠償請求に関する援助

に関する種々の要望が寄せられている。

［今後講じていく施策］

(1) 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入す

る方向での検討及び施策の実施

法務省において、附帯私訴、損害賠償命令、没収・追徴を利用した

損害回復等、損害賠償の請求に関して刑事手続の成果を利用すること

により、犯罪被害者等の労力を軽減し、簡易迅速な手続とすることの

できる制度について、我が国にふさわしいものを新たに導入する方向

で必要な検討を行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論に従っ

た施策を実施する。【法務省】

(2) 損害賠償債務の国による立替払及び求償等の是非に関する検討

損害賠償債務の国による立替払及び求償等については、現行及び今

後実施する損害賠償請求の適切・円滑な実現を図るための諸施策及び

刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための諸施策並びに犯罪

被害者等の経済的負担軽減のための諸施策を踏まえ、更に必要かつ相

当であるかを検討することとし、具体的には、給付金の支給に係る制

度の充実等（基本法第１３条関係）に関して設置する検討のための会

において、社会保障・福祉制度全体の中における犯罪被害者等に対す

る経済的支援制度のあるべき姿や財源と併せて検討する。【内閣府・警
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察庁・法務省・厚生労働省】

(3) 公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非に関

する検討

公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非につ

いて、上記(2)記載の検討のための会において、社会保障・福祉制度全

体の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿や

財源と併せて検討する。【内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省】

(4) 日本司法支援センターによる支援

ア 日本司法支援センターによる民事法律扶助制度の活用によって、弁

護士費用及び損害賠償請求費用の負担軽減を図る。【法務省】（再掲：

第３、１．(11)ア）

イ 日本司法支援センターにおいて、犯罪被害者等のために、その支援

に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報を速やかに提供す

る。【法務省】（再掲：第３、１．(11)イ及び第４、１．(15)ア）

ウ 日本司法支援センターの具体的な業務の在り方について、犯罪被害

者等やその支援に携わる者の意見を踏まえて準備作業を進める。【法

務省】（再掲：第３、１．(11)ウ及び第４、１．(15)イ）

エ 日本司法支援センターによる犯罪被害者等支援について、警察庁そ

の他関係機関及び日本弁護士連合会等と十分な連携を図る。【法務省】

（再掲：第３、１．(11)エ及び第４、１．(15)ウ）

オ 日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的

情報を十分に周知する。【法務省】（再掲：第３、１．(11)オ及び第４、

１．(15)エ）

(5) 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討と施策の実施

法務省において、公判記録の閲覧・謄写の範囲を拡大する方向で検

討を行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を実

施する。【法務省】（再掲：第３、１．(3)ア）

(6) 損害賠償請求制度に関する情報提供の充実

ア 損害賠償請求制度の概要その他犯罪被害者等の保護・支援のための

制度について紹介した冊子・パンフレットについて、警察庁及び法務

省において連携し、一層の内容の充実を図るとともに、十分な周知を

行う。【警察庁・法務省】（再掲：第４、１．(22)）

イ 法務省において、犯罪被害者等の損害賠償請求に係る民事訴訟手続

に関する情報の提供につき、説明資料の作成を含め検討し、早期に結

論を出し、必要な施策を実施する。【法務省】（再掲：第４、１．(25)）

(7) 刑事和解等の制度の周知
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法務省において、刑事和解、公判記録の閲覧・謄写、不起訴記録の

弾力的開示等現行制度の周知徹底を行う。【法務省】（再掲：第３、１．

(3)イ及び(17)ア）

(8) 保険金支払いの適正化等

ア 財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構における調停、国土交通省

による保険会社に対する立入検査、国土交通大臣による適正な支払い

を行うことの指示等により、自賠責保険金の支払いの適正化を図る。

【国土交通省】

イ 金融庁において、「保険会社向けの総合的な監督指針」（平成１７年

８月１２日策定）に基づき、各保険会社における保険金等支払管理態

勢整備の状況について検証していく。【金融庁】

ウ 金融庁において、保険会社の検査・監督を行うに当たっては、苦情

・相談として寄せられる情報を活用し、保険会社側に問題があると考

えられる業務・運営については、適切な対応をしていく。【金融庁】

エ 財団法人日弁連交通事故相談センターにおける弁護士による自賠責

保険に係る自動車事故の損害賠償の支払いに関する無料の法律相談・

示談斡旋等により、適切な損害賠償が受けられるよう支援を行う。【国

土交通省】

オ 国土交通省において、ひき逃げや無保険車等の事故による被害者に

対しては、政府保障事業において、本来の加害者に代わって、直接そ

の損害をてん補することにより、適切な支援を行う。【国土交通省】

(9) 受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することを可能とする制度の

十分な運用

法務省において、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成

１７年法律第５０号）における受刑中の者が作業報奨金を被害者に対

する損害賠償に充当することを可能とする制度が十分に運用されるよ

うに努める。【法務省】

(10) 暴力団犯罪による被害の回復の支援

暴力団犯罪の被害者については、警察において、都道府県暴力追放

運動推進センターや各弁護士会の民事暴力対策委員会等とも連携しつ

つ、暴力団犯罪による被害の回復を支援する。【警察庁】

２．給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第１３条関係）

［現状認識］

多くの犯罪被害者等は、思いがけない犯罪等により、生命を奪われ、

健康な身体を損なわれ、かけがえのない財産を奪われ、多大の損害を被
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る。しかし、犯罪被害者等が、自ら、加害者に損害賠償の請求を行って

も、十分な回復を期待できないことが多いといわれている。また、犯罪

被害者等は、犯罪等に遭ったその時点で受ける損害だけでなく、働き手

を失ったことによる収入の途絶や長期の療養のための費用負担などによ

り、遠い将来にわたって、経済的困窮に苦しむことになる者が少なくな

い。こうした過酷な経済的負担・困窮は、犯罪被害者等の身体的・精神

的被害にも悪影響を与え、その回復を困難にするばかりか悪化させるこ

とにもなる。加害者による実効的で十分な損害の賠償が期待できない場

合などには、国等による積極的な救済制度が必要である。現在、国が行

っている主な制度としては、犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律

（昭和５５年法律第３６号）及び自動車損害賠償保障法（昭和３０年法

律第９７号）に定められたものがある。また、地方公共団体において、

類似の趣旨の制度を設けている例もみられる。しかし、過酷な経済的負

担・困窮に苦しむ犯罪被害者等にとっては、現在の犯罪被害給付制度等

では不十分であるとの指摘がある。

［基本法が求める基本的施策］

基本法第１３条は、国及び地方公共団体に対し、犯罪被害者等が受け

た被害による経済的負担の軽減を図るための施策として、

・ 犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実

・ その他の必要な施策

を講ずることとしている。

［犯罪被害者等の要望に係る施策］

犯罪被害者団体等からは、

① 犯罪被害給付制度における給付金額の増加、給付対象の拡大、年

金方式による支給等制度の充実

② 罰金を財源とした犯罪被害者等補償制度の創設

③ 医療費、介護費、遺体搬送費、葬儀費用及び通院のための交通費

等の補償制度の創設

④ 医療費の無料化

⑤ 医療保険利用の利便性確保

に関する種々の要望が寄せられている。

［今後講じていく施策］

(1) 現行の犯罪被害給付制度の運用改善

現行の犯罪被害給付制度の周知徹底、迅速な裁定等運用面の改善を

図る。【警察庁】

(2) 犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大
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警察庁において、犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範

囲及び親族間犯罪の被害に係る支給について、現状よりも拡大する必

要があることを前提に、必要な調査を行い、１年以内を目途に結論を

出し、その結論に従った施策を実施する。【警察庁】

(3) 経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する

検討並びに施策の実施

犯罪被害者等に対する経済的支援制度を現状よりも手厚いものとす

る必要があることを前提に、犯罪被害者等が行う損害賠償請求に対す

る国の補償等の在り方に関する検討を含め、社会保障・福祉制度全体

の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿やそ

の財源を検討するため、推進会議の下に、有識者並びに内閣府、警察

庁、法務省及び厚生労働省からなる検討のための会を設置し、必要な

調査を行い、２年以内を目途に結論を出し、その結論に従った施策を

実施する。【内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省】

(4) 性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費の負担軽減

警察庁において、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費について、

その経済的負担を軽減する必要があることを前提に、支給方法の検討

を含め、必要な調査を行い、１年以内を目途に結論を出し、その結論

に従った施策を実施する。【警察庁】

(5) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置

犯罪被害給付制度とは別に、各都道府県警察において、司法解剖後

の遺体搬送費及び遺体修復費を措置する制度を積極的に推進する。【警

察庁】

(6) 医療保険利用の利便性確保

厚生労働省において、警察庁の協力を得て、犯罪被害者等における

医療保険利用の利便性確保につき、現状に関する必要な調査を行い、

１年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実施する。【厚生労働省】

３．居住の安定（基本法第１６条関係）

［現状認識］

犯罪被害者等の中には、自宅が事件現場となったことによって物理的

に居住困難な状況になったり、耐え難い精神的な苦痛を受けることで居

住ができなくなったり、その他犯罪被害に起因する様々な要因により引

越を余儀なくされる者が少なくない。また、配偶者等からの暴力（ＤＶ）

のように、保護の観点から自宅以外に居住場所を求める必要のある場合

もある。そうした犯罪被害者等にとって、再び平穏な生活を営むことが
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できるようになるためには、安定した新たな居住先の確保が不可欠であ

るが、犯罪等による被害によってもたらされた経済的困窮などともあい

まって、困難であるとの指摘がある。

［基本法が求める基本的施策］

基本法第１６条は、国及び地方公共団体に対し、犯罪等により従前の

住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るた

めの施策として、

・ 公営住宅（公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２条第２

号に規定する公営住宅をいう。）への入居における特別の配慮

・ その他の必要な施策

を講ずることとしている。

［犯罪被害者等の要望に係る施策］

犯罪被害者団体等からは、

① 公営住宅への優先入居

② 犯罪被害者等が被害直後に緊急入所してとりあえずの衣食住の確

保や介護が受けられる場所及び生活の立て直しを図るための中期的

（３年から５年程度）な居住環境の整備

に関する種々の要望が寄せられている。

［今後講じていく施策］

(1) 公営住宅への優先入居等

ア 国土交通省において、犯罪被害者等が事件現場になった自宅に住め

ないなどの事情がある場合には、公営住宅の同居親族要件を緩和し、

単身入居を可能とすることや、管理主体の判断で公営住宅への優先入

居ができることを明確にするよう検討し、平成１７年度中にも所要の

措置を講ずる。【国土交通省】

イ 独立行政法人都市再生機構において、機構賃貸住宅における犯罪被

害者等の入居優遇措置について、公営住宅への優先入居に関する検討

結果を踏まえ、必要性について検討する。【国土交通省】

ウ 国土交通省において、公営住宅への入居に関する犯罪被害者等への

情報提供を警察庁及び法務省と十分連携して行う。【国土交通省】

(2) 被害直後及び中期的な居住場所の確保

ア 厚生労働省において、児童相談所及び婦人相談所による一時保護や

婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護委託の実施について

適正な運用に努める。【厚生労働省】（再掲：第２、２．(3)ア）

イ 厚生労働省において、「子ども・子育て応援プラン」（平成１６年１

２月２４日少子化社会対策会議決定）により、平成２１年度までに、
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虐待を受けた子どもと非行児童の混合処遇を改善すること等の個別対

応できる一時保護所の環境改善を実施する。【厚生労働省】（再掲：第

２、２．(3)イ）

ウ 厚生労働省において、児童相談所及び婦人相談所による一時保護の

現状や配偶者等からの暴力（ＤＶ）被害者及び人身取引被害者の一時

保護委託先である民間シェルターにおける一時保護委託の状況に関す

る必要な調査を行い、１年以内を目途に結論を出し、必要な施策を実

施する。【厚生労働省】（再掲：第２、２．(3)ウ）

エ 厚生労働省において、一時保護から地域における自立した生活へと

つながるよう、婦人保護施設及び母子生活支援施設の機能強化を図る

ことなどにより、入所者に対する日常生活支援の充実に努める。【厚

生労働省】

オ 児童虐待、配偶者等からの暴力（ＤＶ）、人身取引以外の犯罪等に

よる被害者に対する被害直後の保護及び再被害の危険回避のための施

設について、給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第１３条関係）

に関して設置する検討のための会において、社会保障・福祉制度全体

の中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿や財

源と併せて検討する。【内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省】（再掲

：第２、２．(4)）

カ 犯罪被害者等の生活の立て直しを図るための中期的な居住の確保に

ついて、給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第１３条関係）に

関して設置する検討のための会において、社会保障・福祉制度全体の

中における犯罪被害者等に対する経済的支援制度のあるべき姿や財源

と併せて検討する。【内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省】

４．雇用の安定（基本法第１７条関係）

［現状認識］

犯罪被害者等が仕事を維持・確保することは、経済的負担の軽減にな

るだけでなく、精神面における被害の軽減・回復にも重要な意味を有す

る。犯罪被害者等は、精神的・身体的被害によりやむを得ず従前に比べ

仕事の能率が低下したり、対人関係に支障を生じたり、治療のための通

院、裁判への出廷等のために欠勤したりすることになるが、犯罪被害者

等が被る身体的・精神的被害の重篤さや、刑事手続等による負担に関す

る雇用主や職場の知識の欠如・無理解により、仕事をやめざるを得なく

なる場合が少なくないとの指摘がある。

［基本法が求める基本的施策］
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基本法第１７条は、国及び地方公共団体に対し、犯罪被害者等の雇用

の安定を図るための施策として、

・ 犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を高める

・ その他の必要な施策

を講ずることとしている。

［犯罪被害者等の要望に係る施策］

犯罪被害者団体等からは、

① 事業主等の理解の増進

② 被害回復のための休暇制度の導入

に関する種々の要望が寄せられている。

［今後講じていく施策］

(1) 事業主等の理解の増進

厚生労働省において、犯罪被害者等に対する十分な理解に基づき、

以下の施策を実施する。

ア 母子家庭の母等に対するトライアル雇用事業の適正な運用に努め

る。【厚生労働省】

イ 公共職業安定所や独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センタ

ーにおける事業主に対する配置や労働条件等雇用管理全般に関するき

め細やかな相談援助の適正な運用に努める。【厚生労働省】

ウ 公共職業安定所における求職者に対するきめ細やかな就職支援の適

正な実施に努める。【厚生労働省】

エ 独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターにおける事業主

を対象とした雇用管理講習会において、犯罪被害者等の雇用管理に資

するテーマについて取り上げる。【厚生労働省】

オ 公共職業安定所職員に対する研修において、犯罪被害者等への理解

に資するテーマを取り上げる。【厚生労働省】

(2) 個別労働紛争解決制度の活用等

ア 厚生労働省において、犯罪被害者等に係る個別労働関係紛争の解決

に当たって、個別労働紛争解決制度についての周知を徹底するととも

に、その適正な運用に努めていく。【厚生労働省】

イ 厚生労働省において、犯罪被害者等が事業主との間で生じた労働問

題に関し、犯罪被害者等と事業主との調整を行う話し合いによる解決

を促す公的相談窓口として、労働問題に関するあらゆる分野の相談に

専門の相談員がワンストップで対応する総合労働相談コーナーについ

ての周知を徹底するとともに、その積極的な活用を図っていく。【厚

生労働省】
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(3) 被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討

厚生労働省において、警察庁及び法務省の協力を得て、犯罪等の被

害に遭った労働者が被害を回復するための休暇制度の導入につき、現

状に関する必要な調査を行い、１年以内を目途に結論を出し、必要な

施策を実施する。【厚生労働省】


